
東京電力（株）　福島第一原子力発電所

不適合管理委員会報告情報

平成22年５月31日分

平成22年５月31日に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

区分Ⅰ：該当なし

区分Ⅱ：該当なし

区分Ⅲ：該当なし

その他：２６件

No. 号機等 不適合件名 グレード 備考

1 １号機
原子炉格納容器冷却スプレイ系スプレイ母管内部点検において、同母管内に
ガラス片１個（点検用の電球の破片と推定）が認められたため、当該ガラス
片を回収及び対応検討

ＧⅢ

2 １号機
廃棄物処理施設操作室前通路の壁取付コンセントプレートに破損が認められ
たため、当該コンセントプレートを交換

ＧⅢ

3 １号機

制御棒位置指示系の位置指示検出器復旧操作時、制御棒（１８－４３）の位
置表示が全引き抜き位置（４８ノッチ）であるべきところ、中間挿入位置
（３２ノッチ）表示のままであったため、対応検討。　なお、燃料は全て原
子炉内より取り出されている。

ＧⅡ

4 １号機
制御棒駆動水ポンプ（Ｂ）試運転時に同ポンプが保護継電器動作（過電流を
検出）により、自動停止したため、対応検討 ＧⅡ

７月21日再審議

にてグレード変更

ＧⅢ→ＧⅡ

5 １号機
原子炉建屋換気空調系の運転切替操作（Ａ系からＢ系）の際、逆流防止ダン
パ（Ａ）駆動機構に近傍の電線管が干渉し全閉動作不良が認められたため、
対応検討

ＧⅡ

6 ３号機
計算機室空調機点検において、空調ファン駆動部のゴム製カップリングのゴ
ム表面にひび割れが認められたため、当該部を修理

ＧⅢ

7 ３号機
高圧復水ポンプ（Ｂ）のメカニカルシール部にシール水の漏えい（５秒に１
滴程度）が認められたため、当該部を点検・修理

ＧⅢ

8 ４号機
主タービンリフトポンプ（Ｃ）出口圧力指示計に指示不良（指針の動きが緩
慢）が認められたため、当該圧力指示計及び検出配管を点検・修理

ＧⅢ

9 ４号機
制御棒駆動水圧制御ユニット（４６－４３）の窒素ガス補給口閉止キャップ
部より微量の窒素ガスの漏えい（カニ泡程度）が認められたため、当該部を
点検・修理

ＧⅢ

10 ５号機
非常用ディーゼル発電設備（Ａ）の油・ドレン分離器用ドレン排出弁操作ハ
ンドルの取付状態不良（ハンドル空回り）が認められたため、当該操作ハン
ドル取付部を点検・修理

ＧⅢ

11 ５号機
重油移送ポンプ（Ａ）出口ストレーナの入口圧力指示計用テスト弁より微量
な油の漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理

ＧⅢ

12 ５号機
原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器（Ａ）出口流量記録計の収納ケース前面扉に
取付不良が認められたため、当該前面扉を修理

ＧⅢ

13 ５号機
原子炉建屋１階の原子炉格納容器出入口扉近傍の空調ダクト風量測定口（３
箇所）閉止栓の紛失が認められたため、当該閉止栓を取付

ＧⅢ

14 ５号機
原子炉建屋大物搬入口の内側扉操作盤の「運転」表示灯に点灯不良（操作中
でも点灯しない）が認められたため、当該表示灯回路を点検・修理

ＧⅢ

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事
象が対象になります。



No. 号機等 不適合件名 グレード 備考

15 ５号機
所内ボイラ（Ａ）用脱酸剤の注入配管に詰まりが認められたため、当該注入
配管及び逆止弁を点検・清掃

ＧⅢ

16 ５号機
非常用ディーゼル発電設備（Ａ）の自動始動用空気槽の二次排出弁にシート
リークが認められたため、当該弁を点検・修理

ＧⅢ

17 ６号機
主蒸気逃がし安全弁点検において、弁部品固定用ピンを折損したため、当該
ピンを交換

ＧⅢ

18 ６号機
主蒸気逃がし安全弁点検において、シリンダー内への異物混入防止用フィル
タの回り止め固定部に割れが認められたため、当該部を修理

ＧⅢ

19 ６号機
主蒸気逃がし安全弁点検において、弁駆動用ピストンとピストン棒取付ナッ
ト部に摩耗が認められたため、対応検討

ＧⅢ

20 ６号機
原子炉建屋換気空調系冷却装置冷却水配管の一部に塗装の剥離及び発錆が認
められたため、当該部を修理

ＧⅢ

21 ６号機
非常用ディーゼル発電設備（Ａ）給気フィルタ箱外装に塗装の剥離及び発錆
が認められたため、当該部を修理

ＧⅢ

22 ６号機
廃棄物処理建屋純水補給水系純水検出器の入口元弁に弁棒曲がりによる開操
作不良が認められたため、当該弁を点検・修理

ＧⅢ

23 集中環境施設
硫酸ソーダ納入の際、納入者輸送車両の最大積載量より納入品積載量が超過
していることが確認されたため、対応検討

ＧⅡ

24 集中環境施設
雑固体焼却設備（Ｂ）の焼却灰取出し作業時、炉底蓋の開不可及び駆動用電
磁弁に動作不良が認められたため、当該弁を点検・修理

ＧⅢ

25 集中環境施設
高温焼却炉前処理設備排ガスフィルタの圧力調節弁用シールパッキン（１
本）に劣化が認められたため、当該パッキンを交換

ＧⅢ

26 その他
海生物処理設備水質監視計器点検において、計器配管に破損が認められたた
め、当該部を点検・修理

ＧⅢ


